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「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇

改
善
臨
時
特
例
事
業
」
交
付
申

請
書
の
提
出
期
限
に
つ
い
て

　

二
〇
二
二
年
二
月
一
七
日
、
内
閣
府

子
ど
も
・
子
育
て
本
部
参
事
官
と
厚
生

労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
子
育
て
支
援
課

連
名
の
事
務
連
絡
「
保
育
士
・
幼
稚
園

教
諭
等
処
遇
改
善
臨
時
特
例
事
業
等
の

実
施
及
び
交
付
申
請
に
お
い
て
御
留
意

い
た
だ
き
た
い
点
に
つ
い
て
」
が
発
出

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
事
務
連
絡
は
、「
保
育
士
等
処

遇
改
善
臨
時
特
例
交
付
金
（
放
課
後
児

童
支
援
員
等
処
遇
改
善
臨
時
特
例
事

業
）」（
以
下
、「
今
回
の
処
遇
改
善
事

業
」）
に
つ
い
て
、「
期
限
ま
で
の
申
請

（
＊
）
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
補

助
対
象
外
と
な
る
と
説
明
を
受
け
て
い

る
」
と
い
っ
た
相
談
が
、
各
学
童
保
育

や
運
営
者
か
ら
複
数
あ
っ
た
こ
と
な
ど

を
ふ
ま
え
て
、
自
治
体
に
留
意
し
て
ほ

し
い
点
を
ま
と
め
、
関
係
者
に
周
知
す

る
こ
と
を
依
頼
し
た
も
の
で
す
。
主
な

内
容
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

＊	「
申
請
」
に
は
、
市
区
町
村
へ
の
賃

金
改
善
計
画
書
の
提
出
や
、
処
遇

改
善
事
業
を
実
施
す
る
か
の
意
向

確
認
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
。

１
．
交
付
金
の
交
付
申
請
に
当
た
っ
て

特
に
御
留
意
頂
き
た
い
点

○
市
町
村
の
国
に
対
す
る
交
付
金
の
交

付
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
施
設
・
事
業

所
の
実
施
見
込
み
を
基
に
概
算
に
よ
る

交
付
申
請
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
可
能
な
限
り
、
第
二
回
交

付
決
定
に
間
に
合
う
よ
う
交
付
申
請
を

行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
。

○
都
道
府
県
（
市
町
村
の
交
付
申
請
の

取
り
ま
と
め
）
か
ら
国
へ
の
第
二
回
交

付
決
定
に
関
す
る
交
付
申
請
書
の
提
出

期
限
に
つ
い
て
は
令
和
四
年
二
月
二
一

日
（
月
）
と
し
て
い
る
が
、
可
能
な
範

囲
で
柔
軟
な
対
応
を
行
う
こ
と
と
し
て

い
る
の
で
、
期
限
ま
で
の
提
出
が
困
難

な
場
合
に
は
必
ず
個
別
に
相
談
い
た
だ

き
た
い
こ
と
。

○
ま
た
、
止
む
を
得
ず
第
二
回
交
付
決

定
に
交
付
申
請
が
間
に
合
わ
な
か
っ
た

場
合
で
あ
っ
て
も
、
令
和
四
年
度
に
、

令
和
三
年
度
分
の
経
費
も
併
せ
て
申
請

を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。
た

だ
し
、
こ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
施
設
・

事
業
所
に
お
い
て
は
、令
和
四
年
二
月
・

三
月
分
の
賃
金
改
善
額
に
つ
い
て
令
和

三
年
度
内
に
支
払
っ
て
い
る
必
要
が
あ

る
こ
と
に
く
れ
ぐ
れ
も
留
意
い
た
だ
き

た
い
こ
と
。

○
な
お
、
市
町
村
に
お
い
て
、
施
設
・

事
業
所
が
三
月
ま
で
に
処
遇
改
善
の
取

組
を
実
施
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市

町
村
で
定
め
た
期
限
ま
で
に
申
請
が
な

い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
補
助
の
対
象

外
と
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
こ

と
。

　

ま
た
、
事
務
連
絡
の
「
２
．
公
設
公

営
の
施
設
・
事
業
所
に
お
け
る
賃
金
改

善
に
つ
い
て
」
に
は
、「
地
方
公
務
員

で
あ
る
公
設
公
営
の
施
設
・
事
業
所
の

職
員
に
つ
い
て
、
昨
年
一
二
月
の
総
務

省
公
務
員
部
の
通
知
（
別
添
１
）
や
、

今
回
示
し
て
い
る
自
治
体
の
取
組
事
例

（
別
添
２
）
も
参
考
に
、
積
極
的
な
実

施
に
つ
い
て
ご
検
討
い
た
だ
き
た
い
こ

と
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
今
回
の
処
遇
改
善
事
業
」
は
、

二
〇
二
一
年
一
一
月
一
九
日
の
閣
議
決

定
「
コ
ロ
ナ
克
服
・
新
時
代
の
た
め
の

経
済
対
策
」
を
受
け
て
、
全
国
各
地
の

現
場
の
声
が
全
国
学
童
保
育
連
絡
協
議

会
（
以
下
、全
国
連
協
）
に
集
め
ら
れ
、

国
や
国
会
議
員
に
要
望
し
つ
づ
け
た
こ

と
も
あ
っ
て
実
現
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
一
部
の
市
町
村
で
は
、
国

の
「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善

等
事
業
」「
放
課
後
児
童
支
援
員
キ
ャ

リ
ア
ア
ッ
プ
処
遇
改
善
事
業
」
な
ど
を

活
用
し
て
指
導
員
の
処
遇
改
善
が
行
わ

れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
が
、
指
導

員
の
安
定
的
な
雇
用
や
常
勤
化
、
有
資

格
者
の
複
数
配
置
の
実
現
に
つ
な
が

り
、
学
童
保
育
が
子
ど
も
に
と
っ
て
の

「
生
活
の
場
」と
な
る
こ
と
に
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
。

　

し
か
し
現
在
、
処
遇
改
善
に
関
わ
る

こ
れ
ら
の
事
業
を
活
用
し
て
い
る
市
町

協
議
会
だ
よ
り
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村
は
全
体
の
約
二
割
に
と
ど
ま
っ
て
い

ま
す
。
依
然
と
し
て
多
く
の
地
域
で
、

「
求
め
ら
れ
る
職
責
の
重
さ
に
対
し
て

処
遇
が
低
い
」
な
ど
を
理
由
に
離
職
者

が
多
か
っ
た
り
、
求
人
し
て
も
人
が
集

ま
ら
な
い
な
ど
、
指
導
員
の
な
り
手
不

足
が
深
刻
で
す
。
ま
た
、
短
時
間
雇
用

の
職
員
だ
け
で
保
育
を
行
っ
て
い
た

り
、
職
員
の
入
れ
替
わ
り
が
激
し
い
こ

と
か
ら
、
継
続
し
て
子
ど
も
や
保
護
者

と
関
わ
れ
な
い
な
ど
、
学
童
保
育
で
子

ど
も
が
安
全
に
安
心
し
て
過
ご
す
こ
と

が
困
難
な
状
況
が
生
ま
れ
て
い
る
地
域

も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
後
も
国
や
自
治
体
に
向
け
て
、
現

状
の
改
善
を
求
め
て
働
き
か
け
る
と
共

に
、
こ
の
た
び
の
事
務
連
絡
も
活
用
し

て
「
今
回
の
処
遇
改
善
事
業
」
の
実
施

を
要
望
し
、
指
導
員
の
継
続
的
で
安
定

的
な
雇
用
・
就
労
の
実
現
と
、
人
材
育

成
を
実
現
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
関
係
Ｆ
Ａ
Ｑ
が
更
新

さ
れ
ま
し
た

　

二
〇
二
二
年
二
月
現
在
、「
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
拡
大
の
「
第

六
波
」
で
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
感
染
が

広
が
っ
て
い
る
な
か
、
各
学
童
保
育
で

は
、
保
護
者
、
自
治
体
担
当
者
や
学
校

と
の
連
携
・
協
力
を
も
と
に
連
絡
・
調

整
を
図
り
、
感
染
拡
大
防
止
の
手
立
て

を
講
じ
て
い
ま
す
。

　

二
〇
二
二
年
二
月
一
五
日
付
で
、
内

閣
府
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
参
事
官
・

厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
子
育
て
支

援
課
連
名
の
事
務
連
絡「
地
域
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
事
業
に
か
か
る
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
関
係
Ｆ
Ａ
Ｑ

に
つ
い
て
（
令
和
四
年
二
月
一
五
日
現

在
）」
が
発
出
さ
れ
ま
し
た
（「
Ｆ
Ａ
Ｑ
」

は
こ
の
間
、
複
数
回
に
わ
た
っ
て
更
新

さ
れ
て
い
ま
す
）。

　

以
下
、
今
回
の
更
新
版
か
ら
い
く
つ

か
特
徴
的
な
こ
と
を
紹
介
し
ま
す
。

◆
「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
い
て
感

染
し
て
し
ま
っ
た
子
ど
も
が
出
た
場

合
、市
区
町
村
は
ま
ず
何
を
す
べ
き
か
」

と
い
う
問
い
の
答
え
、「
都
道
府
県
の

保
健
衛
生
部
局
等
と
連
携
の
上
、
感
染

者
の
状
況
の
把
握
と
と
も
に
、
濃
厚
接

触
者
の
範
囲
の
確
認
を
行
い
…
…
」
と

こ
れ
ま
で
あ
っ
た
記
述
に
、
以
下
の
内

容
が
加
筆
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
開
所
を
続
け
る
か
又
は
休
所
と
す

る
か
、
休
所
と
し
た
場
合
の
範
囲
や
期

間
に
つ
い
て
、
地
域
の
感
染
状
況
や
事

業
の
提
供
状
況
等
を
踏
ま
え
、
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
に
も
状
況
を
確
認
の
う

え
、
市
町
村
と
し
て
最
終
判
断
を
す
る

よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
（
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
の
み
の
判
断
で
休
所
を
行
う
こ

と
は
適
切
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）。
休
所

す
る
場
合
で
も
で
き
る
限
り
休
所
の
範

囲
と
期
間
を
限
定
で
き
る
よ
う
、
都
道

府
県
の
保
健
衛
生
部
局
等
と
連
携
の

上
、
検
討
を
お
願
い
し
ま
す
」（No.2

）

◆
「『
医
療
従
事
者
や
社
会
の
機
能
を

維
持
す
る
た
め
に
就
業
を
継
続
す
る
こ

と
が
必
要
な
者
』
に
は
、
ど
の
よ
う
な

も
の
が
想
定
さ
れ
る
か
」と
の
問
い
に
、

「
育
児
サ
ー
ビ
ス
（
保
育
所
等
の
児
童

福
祉
施
設
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
）」

（No.24
）
と
、
学
童
保
育
を
含
む
こ
と

が
明
確
に
示
さ
れ
ま
し
た
。

◆
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
濃
厚
接
触
者
の
待

機
期
間
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
ま
で
に

得
ら
れ
た
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
潜
伏
期
間

に
関
す
る
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
陽

性
者
と
の
接
触
等
か
ら
七
日
間
（
全
国

連
協
事
務
局
注
・
一
月
二
四
日
付
の
Ｆ

Ａ
Ｑ
で
は
「
一
〇
日
間
」）
と
す
る
こ

と
に
加
え
、
地
域
に
お
け
る
社
会
機
能

の
維
持
の
た
め
に
必
要
な
場
合
に
、
諸

条
件
の
下
で
、
濃
厚
接
触
者
と
さ
れ
た

放
課
後
児
童
支
援
員
等
を
含
む
社
会
機

能
維
持
者
に
つ
い
て
は
、
抗
原
定
性
検

査
キ
ッ
ト
に
よ
り
四
日
目
と
五
日
目
に

検
査
を
行
い
、
陰
性
で
あ
っ
た
場
合
に

は
、
七
日
を
待
た
ず
、
待
機
を
解
除
す

る
取
扱
い
を
実
施
で
き
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
（
全
国
連
協
事
務
局
注
・
一

月
二
四
日
付
の
Ｆ
Ａ
Ｑ
で
は
「
六
日
目

と
七
日
目
に
検
査
を
行
い
」「
一
〇
日

を
待
た
ず
」）。（No.24

）

　

二
〇
二
二
年
二
月
一
五
日
付
の
Ｆ
Ａ

Ｑ
は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
全
国

連
協
発
行
の
冊
子
『
学
童
保
育
情
報

二
〇
二
一-

二
〇
二
二
』
に
も
「
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
関
連
の
資
料

が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

活
用
く
だ
さ
い
（
本
誌
七
三
頁
参
照
）。


